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１.事業者名 ：北海道旅客鉄道株式会社 

２.事故種類 ：列車脱線事故 

３.発生日時 ：平成23年5月27日(金)  21時55分ごろ （天候：晴れ） 

４.発生場所 ：石勝線 清風山（せいふうざん）信号場構内 

５.列       車 ：釧路駅発  札幌駅行き   

特急気第4014D列車（スーパーおおぞら14号、6両編成） 

６.死  傷  者 ：軽傷 79名（乗客78名及び乗務員1名） 

７.事故概要 ： 

列車が清風山信号場に向かって走行中、4両目の車掌室にいた車掌が異音
を聞くとともに振動を感じ、その旨を運転士に連絡した。運転士はそれを受けて
直ちに停止手配を執り、列車は同信号場内の第１ニニウトンネル内に停止した。
その後、列車から発生した火災の煙が列車内に流入した。 

列車には、乗客248名、運転士1名、車掌1名及び客室乗務員2名が乗車していた
が、全員が徒歩でトンネルの外に避難した。このうち、乗客78名及び車掌が負傷し
た。列車は、5両目後台車第1軸が左へ脱線していた。また、火災により全6両が焼
損した。 

事 故 の 概 要 
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事 故 発 生 場 所 

新夕張駅
清風山
信号場

オサワ
信号場

東オサワ
信号場

占冠駅

列車進行方向

楓
信号場

事故現場

滝川

釧路

根室線 根室
帯広

新得
南千歳

札幌

石勝線

トマム駅
～～

国土地理院 ２万５千分の１ 地形図使用

1:25,000 ニニウ（夕張岳）
250m    0     250   500   750

事故現場

（清風山信号場）

列車停止位置

Ｎ
清風山信号場

南千歳駅～新得駅間 132.4㎞（単線）ほか 計148.5㎞ 
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事故現場の概要 

・事故現場は夕張山地南部に位置し、周辺は比較的急峻な山地地形を呈している。また、
この付近は、トンネル及び橋りょうが連続する区間となっている。 

・列車は、４両目後部の動力伝達装置が損壊しており、列車の停止位置の約２㎞手前か
ら、脱落した動力伝達装置等の部品が軌道上に点在していた。 

・列車は、第１ニニウトンネルの釧路駅方の坑口から約２０１ｍの地点（６６ｋ８２８ｍ）を先
頭として全車両が同トンネル内に停止し、５両目の後台車第１軸が左に約２５㎝脱線し
ていた。 

札幌駅方
←

66k344m

第１ニニウトンネル
（L=685m）

列車停止位置
66k828m付近

← 避難の方向

68k016m

第２ニニウトンネル
（L=262m）

５両目後台車第１軸が
脱線して停止
66k930m付近

脱線箇所
67k822m付近

釧路駅方
→

避難先

脱線痕

車両の焼損、
床下機器の損傷

油の飛散
（69k239m付近）

脱落した吊りピン
（68k875m付近）

出発信号機
67k242m

場内信号機
68k290m

脱線痕は不鮮明
（復線と推定）

※以降、右レール
付近に断続して
油痕

脱落した
減速機かさ歯車
（67k020m付近）

この付近で減速
機かさ歯車が脱
落（推定）

脱落した
推進軸側ヨーク
（68k486m付近）

まくらぎの損傷
（69k217m付近）

脱落した
自在継手の軸受
（69k191m付近等）

この付近で推進軸と
減速機が分離(推定)

列車進行方向

清風山信号場

67k029m約201m約484m

約73m
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列車停止位置付近のトンネル覆工の焼損状況 

・本件列車５両目の停止位置付近である６６ｋ９３０ｍ付近から６６ｋ８１８ｍ付近にかけて、
天端付近が赤褐色から淡赤褐色に変色していた。 

・６６ｋ５００ｍ付近から６６ｋ９４４ｍ付近にかけての覆工コンクリートには、表面に黒色から
濃灰色の煤が付着し、その両坑口側にもやや不明瞭であるが煤の付着が認められた。 

66k800m 67k000m
66k900m66k828m

列車進行方向

66k955m

黒色～濃灰色を呈する煤が明瞭に付着する範囲

SL

RL

SL

RL

覆工コンクリートの爆裂が認められる範囲

66k900m

66k955m
列車後端

66k828m
列車前端

66k944m付近
出火箇所

釧路駅方

67k000m 67k100m 67k200m

67k192m

66k800m66k700m66k600m66k500m66k400m
66k344m

第一ニニウトンネル入口
(L=685m)

札幌駅方

67k029m
シェルター（L=163m)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
札幌駅方 釧路駅方

66k944m付近床下機器焼損

ピンク～薄いピンク色に変色した範囲

煤が付着した範囲

札幌方から撮影 札幌方から撮影

①

札幌方から撮影

②

札幌方から撮影

③

札幌方から撮影

④

釧路方から撮影

⑤

札幌方から撮影

⑥
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焼損車両の全景 

札幌駅方から見た状況釧路駅方から見た状況
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脱線の原因・過程に関する分析 
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軌道に関する分析 

 軌道に脱線の要因となるような異常はなかっ
たものと考えられる。 

運転取扱いに関する分析 

 運転取扱いに脱線の要因となるような問題はな
かったものと考えられる。 
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減速機

動輪

推進軸変速機

エンジン

台車

冷却装置

燃料
タンク
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車両の動力伝達装置 

・エンジンからの動力は、変速機、推進軸及び減速機を介して動軸(動輪)に伝達される。
車軸中央付近に取り付けられた減速機は、車軸(車輪)を駆動する際に発生する反力を
受けるため、減速機支え装置によって台車枠に支持されている。 

・減速機と減速機支え装置とは球面軸受付きの吊りピンで結合されており、減速機支え
棒の二叉部に減速機本体から出た吊り部が入り、これらを吊りピンと特殊座金、溝付き
六角ナットを用いて結合している。 

減速機

減速機かさ歯車
（減速機側ヨーク）

溝付き六角ナット

減速機支え棒

動力
（エンジンから）

推進軸
回転方向

車輪
回転
方向

推進軸
（推進軸側ヨーク）

自在継手

推進軸

吊りピン

特殊座金割りピン
(溝付きナット部)

脱出防止割りピン

減速機支え装置（吊りピン部詳細）

割りピン
（溝付き六角ナット部）

吊りピン

減速機支え棒

脱出防止割りピン

球面軸受

軸受押え 特殊座金外径80㎜
（図面では85㎜）

ブッシュ

溝付き六角ナット

耳金

減速機吊り部

ブッシュ
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４両目後台車の減速機支え装置（１） 

吊りピンのねじ部及び減速機支え棒の損傷は、吊りピンの脱落過程で減速機支え棒、球
面軸受け及び吊りピンが、互いに干渉したことにより生じたものと考えられる。 

ねじ部は健全であったと考えられ、溝
付き六角ナットは、緩んで回転したこ
とにより脱落したと考えられる。 

吊りピンの脱落前に、吊りピン及び減
速機支え棒に変形、折損等の損傷は
なかったものと考えられる。 

減速機を支える吊りピンの損傷 

3
0
㎜

5
5
㎜

②部の凹み

減速機支え棒

吊りピン

球面軸受
②①

3
0
㎜

①部の凹み

吊りピン外観
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４両目後台車の減速機支え装置（２） 

減速機を支える吊りピンの脱落 

 吊りピンは、溝付き六角ナットとその割りピン及び脱出防止割りピンが脱落した後、減速
機支え棒から抜けて脱落 

溝付き六角ナットの脱落 
走行時の振動が繰り返し作用したため緩んで脱落 

溝付き六角ナットの割りピン破損、脱落 
他部材との接触により局部的な摩耗が生じていたこと
に加え、緩んだ溝付き六角ナットから繰返し荷重を受け
て破損し、脱落 

脱出防止割りピンの破損、脱落 
他部材との接触により局部的な摩耗が生じていたこと
に加え、吊りピンから繰返し荷重を受けて破損し、脱落 

割りピン
（溝付き六角ナット部）

吊りピン

減速機支え棒

脱出防止割りピン

球面軸受

軸受押え
特殊座金

ブッシュ

溝付き六角ナット

耳金

減速機吊り部

ブッシュ
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４両目後台車の車輪踏面の剝離 
・４両目の後台車第１軸の車輪踏面に剝離が認められたことから、車輪踏面の詳細な調査
を実施した。 

・ 左車輪（３Ｌ車輪）には、広範囲（⑰～㉑）に鱗状の剝離が認められた。また、左右の車輪

で同位相の位置（⑲と⑳の間）にスポット的な剝離及びそれを中心とした踏面の凹みが認
められた。 

・車輪の真円度測定の結果によれば、３Ｌ車輪では⑯～㉒（円周方向長さ600㎜）の間で踏
面が凹んで車輪の形状が不整となっていた。 

３
Ｌ
車
輪

３
Ｒ
車
輪

⑳
⑲

鱗
状
の
剝
離

ス
ポ
ッ
ト
的
な
剝
離

ス
ポ
ッ
ト
的
な
剝
離

谷 底

-4.0 

-3.0 

-2.0 

-1.0 

0.0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

3L

3R

凹
み
㎜

測定点 No.

３L車輪３R車輪

⑰

⑱

⑲

⑳

⑲
剝離

剝離

３Ｌ車輪 ３Ｒ車輪 

真円度測定結果 
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踏面剝離のある車輪による走行時の振動 

４両目後台車第１軸の左車輪（３Ｌ車輪）に、滑走フラットに起因するフラット剝離と考えら
れる鱗状の踏面剝離が発生していた。 

３Ｌ車輪に生じてい
た剝離は、車輪の使
用限度を超過してい
るものとして扱うべ
きものと考えられる。 

踏面剝離は広範囲（⑰～㉑）に及び、この範囲で踏面が連続的に凹んで円周形状不整
（約600㎜）を生じていた。 

円周形状不整の発生した車輪で走行した場合、形状不整
部がレールを衝撃し、輪軸等のばね下の機器類には大き
な上下振動が発生する。 

円周形状不整に伴う著大な振動が繰り返し作用した場合、
各種取付ボルトの緩み、脱落を誘発すると考えられる。 

減速機を支える吊り
ピンの脱落に関与 
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脱線の過程（１） 

 ４両目後部の減速機を支える吊り
ピンの脱落により、減速機が前方に
回転するように垂下し、推進軸も下
方に傾いて自在継手がブレーキつな
ぎ棒に接触  ブレーキつなぎ棒

推進軸

列車進行方向

減速機

自在継手

吊りピンの脱落

 回転しながら接触する自在継手に
よってブレーキつなぎ棒が破損し、
自在継手が更に下方へ垂下して破損 

 減速機と推進軸が分離し、更に垂
下した減速機がまくらぎに衝突 

動力伝達装置の垂下 
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脱線の過程（２） 

４両目後台車の脱線 
 
 垂下した減速機の吊り部はレール
面より低く、分岐器のリードレール
に接触、押し出され、４両目後台車
の車輪がレールに乗り上げて脱線 

リードレール

脱落した４両目後台車の減速機かさ歯車

５両目後台車の脱線 
 
 ４両目後台車の減速機が軌道に衝
突し続け、減速機かさ歯車が脱落 
 脱落した減速機かさ歯車が５両目
後台車に衝突して同台車第１軸が脱
線 
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火災の原因・過程に関する分析 
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最初の出火箇所・出火原因 

火災に関する口述を総合 

・火災に関する口述を総合 
・発電機及びエンジンの右側後端部上

面付近の焼損が最も激しく、この付
近が長時間火炎にさらされていたと
考えられること 

焼損した床下機器等を分解調査した結
果、いずれも外部加熱により焼損した
と考えられること 

・車両に搭載されている可燃性物質の
引火点と機関周辺の温度分布 

・燃料の飛散状況確認実験の結果から、
発電機若しくはエンジンの右側後端
部上面付近に火炎を継続させるほど
十分な量は付着しなかった 

本件列車が停止する前後に出火し、こ
のときから継続して煙が発生していた
可能性があると考えられる。 

詳細な出火箇所及び出火原因を特定す
ることはできなかった。 

発電機及びエンジンの右側後端部上面
付近で出火した可能性があると考えら
れる。 

出
火
時
期 

出
火
箇
所 

出
火
原
因 

本事故に関与した可燃性物質は燃料タ
ンクから漏出した軽油と考えられる。
しかし、最初に出火した火炎のみでは
車両を焼損させるには至らなかったと
考えられる。 

16 
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6両目の焼損状況（前部エンジン周辺） 
・床下機器は、全車両のうち６両目の前部エンジン周辺のみが焼損しており、外観上で
は、特に発電機、過給機及び油圧コントロールバルブから左側の台枠下面が白～濃
褐色に変色し、火災による被害を強く受けていたことを示していた。 

・車体は右側に比べて、左側の断熱材が著しく焼損しており、エンジンは相対的に後端
部側ほど激しく焼損していた。 

消音器

空気清浄器

油圧タンク
変速機

エンジン下面の状況 焼損程度：軽

変速機

エンジン発電機

エンジン上面の状況 焼損程度：強

エンジン

コンプレッサー

列車進行方向
発電機

油圧
電磁弁箱

油圧
タンク

静止型
電源装置

機関制御箱
空気
清浄器

消音器

エンジン

油圧コントロール
バルブ

冷却装置 蓄電
池箱

消化器
納入箱

コンプレッサー

燃料
タンク

変速機

機関停止引
スイッチ箱

供給
空気ダメ

ブレーキ
制御箱

機関制御箱

エンジン

エンジン
（シリンダーヘッドを外した状態）

油圧電磁弁箱

機関発電機

エンジン

①

①

②

②

③

③

④④
⑤

⑤

⑥

⑦

⑥

⑦

焼損程度：軽

焼損程度：軽

焼損程度：後方ほど強

焼損程度：後方ほど強

焼損程度：強

（ ：撮影方向）

床下機器上面付近が強く焼損している範囲（概略）

床下機器上面付近が焼損している範囲（概略）

列車進行方向

列車進行方向

列車進行方向

列車進行方向

*平面図（車両を上から見た図）
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焼損したエンジン等の分解調査 

火源を確認するために、火災による被害を特に強く受けている床下機器、通常の運
転中に高温になる機器等であるエンジン、吸排気系部品、発電機、セルモータ等を分解
調査した結果、いずれも外部加熱により焼損したものであった。 

シリンダーヘッドを外した状態

シリンダーヘッドを外した状態
（下面より見る.）

列車進行方向

列車進行方向

エンジン周辺（シリンダー）

軸受シールドを
取り外した状態

排風カバー、軸受を
取り外した状態

列車進行方向

回転子外 筒

発電機
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エンジン周辺の温度分布 

種々の走行条件におけるエンジン周辺の床下機器類の温度を、実車にて熱赤外線
画像若しくは熱電対(ねつでんつい)により測定した。 

①右側前方から見る ②右側後方から見る

④左側後方から見る③左側前方から見る

列車進行方向

① ②

④③

発電機発電機

フィルターカバー フィルターカバー

空気清浄器空気清浄器
消音機消音機

排気管

エンジンシリンダーエンジンシリンダー

排気管

冷却装置冷却装置

フィルター

試験運転（エンジン回転数850rpm）後の熱赤外線画像

＊平面図（車両を上から見た図）
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可燃性物質の飛散状況確認実験 

燃料タンク及び油圧タンクの損傷を模擬し、それらの可燃性物質の６両目エンジン周
辺への付着状況を確認することを目的として、次表に示す燃料タンクから漏出した軽油
等の飛散状況確認実験を実施した。 

：模擬開口部

速度
約40km/h
走行時

停車時

左側（排気管カバー）か
ら見た画像

右側（発電機）から
見た画像

模擬開口部

ﾗ ｼ ﾞ ｴ ｰ ﾀ

燃料ﾀﾝ ｸ

ﾎ ｰ ｽ

変速機

N o 2機関

S I V

油圧ﾀﾝ ｸ

発電機

ﾄﾞ ﾗ ﾑ缶

ｺ ﾝ ﾊ ﾟ ﾈ

ﾎ ｰ ｽ

カメラ

カメラ

ﾗ ｼ ﾞ ｴ ｰ ﾀ

燃料ﾀﾝ ｸ

ﾎ ｰ ｽ

変速機

N o 2機関

S I V

油圧ﾀﾝ ｸ

発電機

ﾄﾞ ﾗ ﾑ缶

ｺ ﾝ ﾊ ﾟ ﾈ

ﾎ ｰ ｽ

側面図

平面図

走行時の状況 

６両目燃料タンクからの燃料飛散状況実験 

停止時の状況 
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延焼拡大の経過（１） 

・停止した６両目の前部発電機の下方に位置
していた木まくらぎが著しく焼損 

・燃料の飛散状況確認実験から、この木まく
らぎ付近を含む距離１ｍの範囲内に飛散 

床下機器から車体への延焼の過程（１） 

焼損したエンジン付近の左側側体が右側に比
べて強く焼損 
左側中ほどの窓のポリカーボネートが完全に
溶融 

６両目前部燃料タンクから漏出した軽
油が発電機の下の木まくらぎ付近に飛
散し、そこに最初の出火による火が延
焼したことにより、木まくらぎが炎上
した可能性があると考えられる。 

床下機器の右側から左側へ火炎が広がり、左側窓から６両目の車内に火が入ったものと考え
られる。 

車両の側体は左側ほど長時間、床下機
器からの火炎による高温にさらされて
いたと考えられる。 
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6両目前部エンジン周辺の軌道の焼損状況 

停止した６両目の前部エンジンの下方に位置する６６ｋ９４４ｍ付近の木まくらぎ（レー
ル継目部）が著しく焼損し、その前後の各３ｍ程度の範囲の道床バラストの表面が赤褐
色に変化していた。 

1397

1398

1399

1400

1401

1402

まくらぎNo.

レール継目

前部発電機

前部エンジン

まくらぎ
No.1399

レール継目

66k942m付近

66k945.3m付近

道
床
砕
石
が
赤
色
を
呈
す
る
範
囲

列
車
進
行
方
向
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6両目の焼損状況（車体側部） 
・左側面は機関制御箱付近の側体、特に窓の下側が強く焼損していた。右側面は発電
機の直上並びに前から２つめの窓の上方が他に比べて強く焼損していた。 

・窓の外側に取り付けられたポリカーボネート板（厚さ８㎜）は、左側面の機関制御箱の
上方の窓については車内側に向かって垂れていたが、この窓以外は車体の外側に向
かって垂れていた。 

右側面
列車進行方向

発電機

左側面
比較的強く

焼損している範囲 列車進行方向

エンジン 燃料タンク

比較的強く
焼損している範囲

機関制御箱
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延焼拡大の経過（２） 

床下機器から車体への延焼の過程（２） 

車体は６両とも全焼しているが、床下機
器のうち焼損していたのは６両目前部エ
ンジン周辺のみであった。 

６両目に入った火が車内を通り、６両目から１両目へと延焼していったと推定される。 

トンネル内の気流は６両目（釧路駅方）
から１両目（札幌駅方）に向かっていたと
考えられる。 

トンネル内は上部ほど高い温度であったと推定され、
火炎による熱が狭隘な空間であるトンネル内部に蓄
熱され、そこからの放射熱によって車体の燃焼が促
進されたものと考えられる。 
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延焼拡大の経過（３） 
相
対
的
な
時
間
軸

6両目前部機関後端部

上面もしくは発電機付近
で出火

（「最初の出火」）

6両目前部燃料タンクか
らの軽油の漏出

木まくらぎへの
軽油の浸潤

列車停止

木まくらぎへの
引火

6両目左側の窓から
車内へ火が入る
（延焼拡大）

車内を通って火が
１両目まで移動
（延焼拡大）

環境要因
・トンネル
・貫通扉

カサ歯車が燃料
タンクと衝撃

木まくらぎの
燃焼

床下機器

軌道
（木まくらぎ）

車体6両目前側機関の焼損
（火は右から左へ移動）

（延焼拡大）

出火場所・
原因不明
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延焼拡大の経過（４） 

発電機

エンジン

燃料
タンク

列車進行方向

発電機

エンジン

燃料
タンク

木まくらぎへの引火

列車進行方向

エンジン後端部上面もしくは
発電機付近で出火 軽油（燃料）の漏出と

木まくらぎへの浸潤

エンジン後端部上面
付近の火勢拡大

木まくらぎの燃焼

木まくらぎ

*平面図（車両を上から見た図）

*平面図（車両を上から見た図）

発電機

エンジン

燃料
タンク

左側への火勢の拡大
（延焼拡大）

*平面図（車両を上から見た図）

床下機器上面付近が強く焼損している範囲

床下機器上面付近が焼損している範囲

列車進行方向

左側窓からの車内への
火の侵入

（車内への延焼）

発電機

エンジン
燃料
タン
ク

木まくらぎ

*平面図（車両を上から見た図）
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避難誘導の状況 
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事故発生直後の主な経過（推定） 

列車の乗務員 列車内 事故現場周辺 指 令

２７日
２２時００分ごろ

２２時２０分ごろ

２２時４０分ごろ

２３時半ば

２８日
０時前後

この頃、
６両目の乗客が列車
前方に移動を始めた
（その後、車掌が呼び掛け、

後３両の乗客が前３両に移動） トンネル外への
列車進出を指示

車掌は避難準備の
ため降車

この頃、
運転士は指令の指示で、
列車の床下にてエンジン
始動を試行

指令との無線が通じ難く
なった

客室内が停電
（引き続き、煙流入）

一部の乗客が自ら降車、
避難を始めた

運転士、乗客の同社社員が開扉し、
乗客が降車、避難を始めた

車掌はトンネル出口
の状況を確認し、
列車に引き返した

乗客、乗務員は、この頃
までにトンネル外に避難

同社施設社員が
現場着

救急隊が
現場着

１１９番通報

事態発生の
第一報を受信

状況の確認等

～～

～～

時間経過

車掌は異音等を感じ
運転士に連絡

車掌は車内への煙流
入を指令に報告

車掌は指令にトンネル
外への乗客避難を問
合せ（指令は開扉を
待つよう応答）

列車はトンネル内に停止

運転士は指令に報告

列車は起動できず
（運転士は起動操作を
継続） 列車の乗務員と

断続的にやり取り
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原    因 （１） 

＜脱  線＞ 
 

 本事故は、列車の４両目後部の減速機を支える吊りピンが脱落したた
め、次のような経過により４両目の後台車全２軸及び５両目の後台車第
１軸が脱線したものと考えられる。 

(1) 減速機が車軸を中心として前方に回転するように垂下し、推進軸
も垂下したことから、自在継手が破損し両者が分離した。 

(2) 分離後、減速機が更に回転して、減速機の吊り部が清風山信号場
構内の１２ロ分岐器のリードレールに接触したことにより、４両目
の後台車が同レールに沿って左へ押されて同台車の第１軸が脱線し
た後に第２軸も脱線し、その後、１１イ分岐器において２軸とも復
線した。 

(3) 垂下した減速機からかさ歯車が脱落して軌間内に落下し、５両目
の後台車がこのかさ歯車に接触したことにより、同台車が押し上げ
られて第１軸が脱線した。 
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原    因 （２） 

＜減速機を支える吊りピンの脱落＞ 
 
 次のような経過で脱落したものと考えられる。また、このような経過
に至ったことについては、４両目の後台車第１軸の左車輪の円周形状不
整に伴う著大な振動を受けたことが関与したものと考えられる。 

(1) 減速機を支える吊りピンの溝付き六角ナットの割りピン及び同吊
りピンの頭部側に取り付けられた脱出防止割りピンに、他部材との
接触により局部的な摩耗が生じた。 

(2) 溝付き六角ナットが緩み、同ナットの割りピンが、緩んだ同ナッ
トからの繰返し荷重を受けて脱落した。 

(3) 溝付き六角ナットが更に緩み回転して脱落した。 

(4) 減速機を支える吊りピンの頭部側に取り付けられた脱出防止割り
ピンが、同吊りピンからの繰返し荷重を受けて脱落した。 

(5) これらの溝付き六角ナット及び割りピンが脱落した後、減速機を
支える吊りピンが減速機支え棒から抜けて脱落した。 
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原    因 （３） 

＜火  災＞ 
 

 脱落した減速機かさ歯車によって６両目前部の燃料タンクが破損した
ため、漏出した軽油がその付近の木まくらぎ周辺に飛散し、発電機若し
くはエンジン後端部上面付近で出火した火が延焼拡大したことによるも
のと考えられる。 
 なお、火災による被害を特に強く受けている床下機器、運転中に高温
になる機器等を分解調査した結果、いずれも外部加熱により焼損したと
考えられることから、詳細な出火箇所及び出火原因を特定することはで
きなかった。 
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必要と考えられる再発防止策（１） 

(1) 本件列車では、踏面擦傷、剝離の長さの範囲が使用限度を超えたとして扱う
べき車輪を使用していたことから、同社は、車輪踏面の状況を把握するための
適切な検査時期及び検査手法を確立し、車輪踏面状態の管理を徹底することが
必要である。 
 

(2) 本件列車では、吊りピンの脱落を契機に脱線にまで至ったものと考えられる
ことから、同社は、交番検査及び仕業検査における減速機支え装置の検査につ
いて、具体的な検査方法と評価基準を定めた上で、検査結果を写真により明示
的に記録するなど、その状態に気を配るよう意識付けを行い、より確実な検査
とすることが望まれる。 
 

(3) 本件列車等の台車における減速機支え棒の特殊座金との接触面に生じていた
リング状の凹みは、締め付け軸力の過不足に起因する可能性があると考えられ
ることから、同社は、溝付き六角ナットの締め付け力の設定根拠を検証し、必
要に応じて見直すことが望まれる。 
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必要と考えられる再発防止策（２） 

(4) 火災に迅速かつ適切に対処して被害を最小限とするには、乗務員が火災の発
生を早期に認知することが極めて重要である。同社においては、乗客に対して、
非常通報装置を使用することも含めて、火災の発生を速やかに乗務員へ通報す
ることの必要性を周知することが望まれる。また、客室乗務員からも適切な情
報を運転士又は車掌へ通報することが重要であるため、客室乗務員に対して確
実な教育訓練を行うことが必要である。 

 
(5) 異常時に乗客の避難誘導を行う場合、列車に社員が乗車しているときは、乗

務員と社員とが協同して対処することによって、より迅速に避難誘導すること
ができると考えられることから、同社は、乗務員及び社員に対して非常時の行
動について教育、訓練を行うことが望まれる。 
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その他関連して望まれる対応 

 本件列車の車両のように、車体にエンジンなどの動力源を搭載して、台車へ機
械的に動力を伝達する方式の車両の場合、動力伝達装置が破損して落下すると、
脱線などの事故につながる可能性もあると考えられる。 
 動力伝達装置は車両形式ごとに詳細は異なるが、基本構造はおおむね同様であ
るため、関連する事業者、メーカー等にあっては、これらの不具合等に関して情
報を共有し、個々の車両の性能や使用線区等の条件を考慮しつつ、必要に応じて、
より信頼性を高める保守方法や構造等の検討をすることが望まれる。 
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勧     告 

 同社は、踏面擦傷、剝離の長さの範囲が使用限度を超えた
として扱うべき車輪を使用することがないよう、車輪踏面の
状況を把握するための適切な検査時期及び検査手法を確立し、
車輪踏面状態の管理を徹底すること。 


